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要約

　本研究は、今後の父子家庭施策のあり方を検討することを目的としている．今年は研究の最終年として、

平成8年度事業として開始されたホームフレンド事業の実施状況と、介護人派遣事業を中心とする父子家庭

施策について、父子家庭に対する実態調査によって検討を行った．ホームフレンド事業については滋賀県と

兵庫県の2箇所のみにとどまったが、検討中や実施の必要ありと考える自治体は多く、今後の円滑な事業実

施に向けた課題が把握できた．また、実態調査からは現在実施中の父子家庭施策に対する要望の他、実施方

法や対象等に対する見直し点について示唆が得られた．

　これら二つの調査から、父子家庭施策は子ども家庭施策の一貫として、総合的な地域子育て支援を目指し

た中での制度的充実が求められていると言える。

見出し語：父子家庭、ホームフレンド事業、地域子育て支援
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　　　　　　　　1．はじめに

　本研究は父子家庭施策の在り方を検討することを目

的として、平成6年度から着手した調査研究事業の最終

報告である。

　初年度は全国で実施されている父子家庭施策の実態

を把握するため、302か所の自治体（人口8万人以上の

市、東京23区、人口上位10位までの町）について、施

策の実施状況に関する調査を行った．2年目は、自治体

による取り組みの割合が高い介護人派遣事業について、

父子家庭の利用実績が伸びない理由を解明し、よりよい

施策の実施に向けた検討を行うことを目的として利用者

サイドの意見を調査した。

　詳細についてはそれぞれ、本紀要の第31集、第32集

を参照いただきたいが、過去2年間の検討から把握でき

た課題は以下の4点としてまとめられよう．①父子家庭

施策は、同じひとり親家庭である母子に比べて格段に施

策が少ないこと、②全国的にみると介護人派遣と医療費

助成の二事業の実施率が高いが父子家庭の利用は多くな

いこと、③介護人派遣事業の利用を活性化させるために

は派遣事由、派遣期間、派遣時間、利用料など利用条件

の個別的な見直しが必要であること、④市区町村間でも

父子家庭施策への取り組みに差が見られること、等であ

る。

　以上のような過去2年間の研究結果に基づき、残され

た課題として認識されていた①平成8年度から開始され

たホームフレンド事業の実施状況からの評価、②父子家

庭施策に対する利用者サイドの意向の定量的把握の二つ

を中心に考察を加えた。それと共に、．今年度は研究の最

終年度であるため、今後の父子家庭施策の方向性につい

て検討を試みる。今年度の研究手法については次項以下

でふれることとする。

　　　”．今年度の研究目的と方法について

　今年度は二つの調査を実施した。第一は平成8年度事

業として開始された父子家庭施策であるホームフレンド

事業の実施状況を把握するために、実施主体である都道

府県、指定都市、中核市の主管課に対して調査票を郵送

したものである。第二は父子家庭に対して父子家庭施策

のみならず生活全般の問題や意見を把握し、父子家庭施

策の実施内容・体制に関する課題を明らかにすることを

目的に、郵送法による実態調査を実施した。以上の二つ

の調査に加えて、広島父子会、広島市社会福祉協議会の

協ガを得て父子家庭の子どもたちから日常生活について

のインタビューを実施した。従来、子ども家庭福祉施策

に関する検討では直接の受け手である子どもたち自身の

声を聞くということがなかったため、今回、実態調査を

補完するものとして試験的に実施したものである。

　以上の方法により、ホームフレンド事業をはじめとす

る現行の父子家庭施策についての状況を明らかにし、今

後の子ども家庭福祉行政の中で、父子家庭施策はどのよ

うな位置付けで行われるのが望ましいか、またその方法

について検討した。

　　　　　　髄1．ホームフレンド事業

　ホームフレンド事業とは、・父子家庭などに対しホーム

フレンド（子どもが気軽に相談できる大学生など）を派

遣し、離婚などによる葛藤の緩和や地域での孤立化を防

ぎ、子どもの悩みを聞くことにより、心の支えとなり、

自立心を養うことを目的としたもので、平成8年度から

の新規事業として施策化されたものである。これまでの

各種調査をみても、父子家庭からの要望として、父親と

子どもをっなぐ橋渡し役としての役割を担う大学生など

の派遣を求める声が多数よせられていたこと、児童相談

所で取り組まれている不登校の子どもに対するメンタル

フレンドの派遣が大きな成果をあげていることなどから、

ホームフレンド事業に対する期待は大きし～．実施初年度

にあたる平成8年度は関西地区の滋賀県と兵庫県で開始

された。事業の効果にっいては、ホームフレンド事業が

スタートしたばかりであることから、現段階で評価する

ことはできない。そこでこの2県へのヒアリングをとお

して、実施に当たっての課題を検討することとし、これ

によってホームフレンド事業の拡大の一助としたい。

　1．ホームフレンド事業の実施状況

　ホームフレンド事業は、都道府県、指定都市、中核市

が実施主体である。そこでまず平成8年度のホ」ムフレ

ンド事業の実施状況について調査した。調査は実施主体

となる都道府県、指定都市、中核市の主管課（71か所）

を対象とし、ホームフレンド事業の実施予定とそれに対

する意見を求めた。平成8年10月に郵送法にて実施、回

収は63自治体（回収率88．7％）であった。

　まず実施の状況であるが、実施中または平成8年度中

に実施予定の自治体は2か所（滋賀県・兵庫県）のみで、

一部の検討中を除き、84％に当たる53の自治体では「（平

成8年度の）予定なし」という回答であった。

　ホームフレンド事業についての意見では、r派遣者の

確保の困難さ」を指摘する自治体が11か所、また従前か

ら言われている「父子家庭の二一ズ把握が困難」とする

回答が12自治体から寄せられた。その他の回答としては、

介護人派遣事業の利用も少ないことから、ホームフレン

ド事業を実施したところでどの程度の利用が見込まれる

か疑問視する意見や、父子家庭の二一ズを総合的に把握

する中から、施策の優先度を判断する必要があるとする

意見など、さらに、まずは他の自治体の取り組み状況と

効果を検討してからとする意見が多数見られた。
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　2，ホームフレンド事業の実際

　ホームフレンド事業の全国的な状況については前述し

た通り、初年度である平成8年度は2県のみの実施であ

り、両県ともに事業が開始されたばかりである。それ故

にようやく実際の派遣がスタートした段階であり、現段

階で事業の効果などについて述べるのは適切ではない。

そこで両県へのヒアリングから得られた資料をもとに、

ホームフレンド事業の課題を整理したい。

　（11滋賀県・兵庫県のホームフレンド事業の概要

　．平成8年度からホームフレンド事業に着手した滋賀

県・兵庫県の実施状況をみておきたい。

　表1は、両県のホームフレンFド事業実施要綱の主な項

目を整理したものである。両県の大きな違いは、実施主

』表1ホームフレンド事業実施要綱

滋賀県 兵庫県　戸

実施主体 滋賀県 兵庫県

兵庫県婦人共励会

に委託

対象者 父子家庭等の児童 父子家庭等の児童
・対象児童一小学 ・対象児童一小学

校，中学校並びに 生以上義務教育終

高等学校に在学す

る者

了までの者

業務 ・話し相手，相談
’
・
話 し相手

相手，遊び相手 ・学習や家事に関

ホ ・学習指導 する生活習慣の指

1 ・簡単な家事指導 導など

ム ・その他必要な指

フ 導援助

レ
ン 派遣

　｝　一　一　一　一

1年間（必要に応

一　一　軸一　一繭一

3か月以内（延長

ド 期間 じて延長可）・ 可）

に 一嶋 蝉　一　一　噛　一　一一 一　一一

つ 派遣 月2回程度 週1回程度
い 回数
て 一　鞘 噛　一一　｝ 一剛一

派遣 半日単位（1回4 1回4時間以内
時聞 時間以内）

体が滋賀県は県の直営方式であるのに対し、兵庫県は財

団法人である兵庫県婦人共励会に委託することとしてい

る．また子どもの年齢についても、滋賀県は高等学校在

学までとしているのに対し、兵庫県は義務教育終了まで

である。ホームフレンドの派遣についても、派遣期間と

派遣回数において若干の相違が見られる。こうした違い

は、両県のおかれている地域状況の違いと、今一つはホ

ームフレンドを短期間集中して派遣するか、長期問定期

的に派遣するかの違いであり、これはホームフレンドヘ

の期待と役割についての考え方の相違によるものと考え

られる。このような違いに留意しながら、実際の派遣状

況と事業の課題について検討を行うこととする。

12》ホームフレンドの派遣事例

滋賀県では平成8年12月から、2世帯への派遣ではじ

まった（この他に派遣申請中の家庭が数世帯あり）。事

例1は小学校6年生の女児宅、事例2は13歳と11歳に

なる姉妹の家庭である。両家庭とも女の子ということか

ら、大学2年生の女性のホームフレンドが担当している。

主な活動内容は、前者では女児がケーキづくりを好むと

いうことから、ホームフレンドとのケーキづくり、後者

では子どもがピアノを弾くことを楽しみにしているとこ

ろから、ホームフレンドとのピアノレッスンなどが中心

となっており、これに学習面の援助や話し相手といった

活動が加わる。子どもが難しくなる年頃の女の子という

こともあって父親はとても喜んでおり、子どもの側から

も、ホームフレンドとはrお姉さん」という関係で何で

も話せる、と好評とのことである。

兵庫県においても2家庭に対し派遣されている。そのう

ち1家庭は、6歳の男児宅ということで、主として話し相

手、遊び相手としての役割を担っているということであ

る。

（31ホームフレンド事業の課題

スタートしたばかりのホームフレンド事業であるが、滋

賀県の事例から伺える通り、十分に今後のプログラム展

開を期待できる実践が展開されているといって良いだろ・

う．本項では、ホームフレンド事業の拡大に向けて、現

段階での課題について整理しておきたい。

まず第一に、ホームフレンド実施状況調査の中において

も示されているように、派遣者となるホームフレンドの

確保についてである。教育・福祉関係の大学等が多数設

置されている地域では比較的確保しやすいと思われるが、

全国的な状況をみると、必ずしもそうとは限らない。ま

た他の自治体に隣接している地域では、隣接都道府県等

に登録のホームフレンドの派遣をうける方が便利な場合

が少なくない。今後ホームフレンドが全国的に拡大され

た場合には、自治体問の垣根を取り払い、地域事情を考
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慮したいくつかのエリアごとに分散させて登録・派遣す

るシステムを構築することも考えられる。なおあわせて

ホームフレンドに対する交通費の支給額について、現行

の1回あたりの上限1，000円という想定では、ホームフ

レンドの超過負担が大きくなり、適正な派遣に支障を来

たしかねないという懸念があることを指摘しておきたい。

　第二は、ホームフレンドと子どもとのマッチングについ

てである。滋賀県・兵庫県ともにこの点については十分

な配慮がなされている。例えぱ、滋賀県の場合では、事

前にホームフレンドと子ども双方の意向を把握した上で、

一番ふさわしいと思われる組み合わせを考慮し、はじめ

ての顔合わせのときには、派遣家庭の最寄りの福祉事務

所において、県側の担当職員と家庭相談員が同席のもと、

行政、ホームフレンド、子ども、親の四者が出席してと

りおこなわれている。　（父）親が出席しやすようにと、

通常日曜日に設定しているとのことである。

　兵庫県においても、派遣当初は複数（2人）のホームフ

レンドが訪問、子どもとの相性などを見極めながら単数

化をはかるなど、マッチングに関しては慎重な取り組み

がなされている。しかしホームフレンドに対する派遣家

庭側の二一ズは様々であると推測されることから、行政

側からの定期的なフォローアップを欠かすことはできな

い。ホームフレンドヘの研修等の充実とホームフレンド

の組織化、また問題が発生した場合の早期に対応する体

制を確立し、スーパービジョンの制度化が重要である。

　第三は、関係機関相互の連携の強化である。ホームフレ

ンド事業の広報にはじまり、対象家庭の掘り起こし、ホ

ームフレンドの確保から派遣に至る一連の流れにおいて、

とりわけて実施主体となる自治体と市町村、委託先、福

．祉事務所、児童相談所、民生委員・児童委員、主任児童

委員、そしてホームフレンドとの関係が重要となること

は論をまたない。なお、ホームフレンドからの活動報告

を受け、必要に応じて関係行政機関へ柔軟に照会・問い

合わせできるシステムを形成することも肝要である。

　上述した3点の他にも、ホームフレンドと子どもとの関

係はどの程度までの深まりとするのが適切なのかという

最も基本的な問題が残されている。この点については、

ホームフレンドと子どもの双方が負担とならない程度を、

必要に応じて児童相談所などと調整しながら進めていく

のが最善ではないかと考える。

　「父子家庭の生活に関する実態調査」の中で、子どもの

相談相手がいなくてこまったことがある、との回答が

50％に達している。こうした結果からも、ホームフレン

ドに対する二一ズは高いものと推察される。スタートし

たばかりのホームフレンド事業であるが、有効なひとり

親家庭施策として位置づけられるとともに、将来的には

子ども家庭支援施策として、すべての家庭に拡大される

方向性を提起しておきたい。

　　　　　　lV．父子家庭の実態調査

　「父子家庭の生活に対する実態調査」と題して父子家庭

を対象に質問紙による実態調査を実施した。調査実施の

概要は以下のとおりである。

①調査時期：平成9年2月末～3月中旬

②調査対象：東京都、神奈川県、京都市、広島市居住の

　　　　　18歳未満の児童と同居の父子家庭を住民

　　　　　基本台帳をもとに無作為抽出

③調査数：400件

④回収数：109件（うち回答拒否18件、宛先不明4件）

⑤有効回収数：97件（有効回答率：24．3％）

本調査の目的は、父子家庭施策の方向性の検討に必要な

父子家庭の意見・考えを直接把握することであり、その

ために関東、関西の両地域の都市を選択した。

以下、　r1．属性」、　r2．日常生活ついて」、　r3．支援施

策について」の3項目について主要な結果の概要を述べ
る。

1．属性

調査に回答した父子家庭の父親の平均年齢は41．9歳で、

35歳から49歳までの層が66．9％と約2／3を占めている。

父子家庭になったときは「3～4年前」との回答が26．8％

と最も多く、次いでr6～7年前」の22．7％となっている。

このことから、今回の調査対象は、父親が30歳代前半で

父子家庭となった層が多いといえる。子どもの人数をみ

ると、r1人」とr2人」がともに44．3％で併せて9割近

くを占めている。一方、少数ではあるが、4人、5人以上

の家庭も見られた。

家計の状況を世帯の一ヵ月の収入（ボーナスを含めた1

か月の平均税込収入、生活保護を含む）からみると、最

も多いのは「25～35万未満」の30，9％で、次いで「55

万以上」の21．6％、「15～25万未満」20．6％となってい

る。この結果から父子家庭は母子家庭に比べて経済的に

問題が少ないと一般的に考えられているが、経済状況は

比較的豊かな層とそうでない層の差があることがわかる。

父子家庭となった理由をみると、　r死別」が27。8％、

r離婚」が66．0％と半数以上が離婚によって父子家庭と

なっている。

父親の仕事の状況についてみると、現在r仕事について

いる」が92。8％で、ほとんどの父親が就労している。そ

の形態については、　「常勤雇用者」63．3％、　「個人経営

者・自営業主」28．9％となっており、就労している父親

の状況はかなり安定している。勤務の状況（複数回答）

は、　r平日のみの勤務（月～金）」が95．6％となってい

る。父子家庭になってからの転職の有無は、35．6％が「転

職した」と回答しており、その理由としては「収入（給

料）が少なかったから」とr家事の時間がとれなかった

から」『が共に34．4％を占めた。一方、　「子どもとの時間
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を多くとるため」も15．6％おり、父子家庭となったこと

を契機としての転職理由はr経済的理由」、　r時間的理

由」の二つに集約できる。父子家庭になったことによっ

て仕事に影響があったかについては、　「特に変わったこ

とはなかった」が27．8％で最も高くなっているが｛　r残

業や出張がしにくくなった」やr仕事を休むことが多く

なった」を合わせると3割以上となり、子育てに関わる

時問的問題を抱える父親が多いことがわかる。

2．日常生活ついて

　次に日常の家事の分担についてみると、「自分」が45．4％

で最も多く、、次いで「親族・親戚の人」の44．3％であっ

た。これは、調査対象者の中に（父親の）両親または母

親と同居している世帯が含まれているため、r親族・親

戚の人」が多数を占めた結果となったものと思われる。

「年長の子ども」は2．1％に過ぎず、子どもの多くは日常

の家事に参加していない。

急な用事で家事や子どもの面倒が見られなくなった日

数をみると、　r10日未満」が最も多い（59。8％）が、一

方で「120日以上」もいる。一急に家事や子どもの面倒が

見られなくなったときに手伝いを頼める人の有無につい

てみると、「いつもお願いする人がいる」が40．2％、「決

まってはいないがいる」23．7％となっており、約7割近

くは何らかの手伝いを頼める人が身近にいることがわか

る。子どもだけを残して外出することがrよくある」者

で1手伝いを頼める人がrいない」割合は7。7％で、「120

日以上」の回答は、9件であったが、子どもだけを残して

外出することがrよくある」、　rたまにある」のに手伝

いを頼める人がrいない」父親も3分の1いる。

次に父親自身の生活について、普段の生活の中で楽しみ

にしていることについて尋ねた（複数回答）。最も多か

ったのはr職場の友人とのつきあいや外出」の97．9％で、

次に多かった「職場以外の友人とのつきあい」の50，5％

を大きく引き離している。このことから、父親の日常生

活における社会的関わりは職場を中心としたものになっ

ている。次問の父子家庭になってからの父親の個人的な

人間関係における変化についての回答と合わせてみると、

「以前ほどっきあわなくなった」が50。5％にのぽり、父

親の社会的交流の範囲は極めて狭いものになっているこ

とがわかる。「子どもとの外出や遊び」を楽しみにして

いると回答したのは9．3％にすぎず、子どもとの時間を過

ごすこと自体が時問的に難しい生活であることがうかが

われる。

　「困っている（いた）こと」について項目別に父子家庭

になったぱかりの頃と現在の生活と2時点について尋ね

た。その結果をまとめたものが図1である。・

父子家庭になったばかり『の頃にrかなり函っていた」割

合が高い項目は、F「家事や身の回りのこと」の32．0％、

次いで「仕事のこと」28．9％である。　「時には困ること

もある」も合わせると、　r子どもの養育や教育」、　r子

どもの健康」といった子どもについての問題が高くなる。

現在の生活においては、　r家事や身の回りのこと」にっ

いても高いが、　r自分の健康のこと」が19，6％と一番高

くなっている。しかし、父子家庭になったぱかりの頃に

比べると、　「かなり困っている」割合が総体的に低くな

っており、時問とともに生活のペースが出来ることによ

って慣れでいく。二時点の変化を見ると、P　rかなり困っ

ている」割合が最も減少している項目は、　r家事や身の

回りのこと」とr仕事のこと」で、共に15ポイント近く

減っている。一方、反対に時問の経過と共に高くなうた

項目はr自分の健康のことゴで、他の項目が全体的に減

少している中で唯一増加している。これは、父子家庭に

なった当初は、子どものことや日常生活の切り盛りに終

始していたために自分のことにまで気を配る余裕がなか

ったが、生活が落ち着くとともに自分自身に目を向ける

余裕が出てきたということであろう。

次に子どもの母親がいれば助かったと思われるときは

どのような時かについては（複数回答）、　「地域や学校

の行事に参加のとき」が最も多く（67．0％）、次いでr子

どもが病気になったとき」　（62．9％）、　r子どものこと

で相談相手がいない」　（45．4％）と続いている。

親族以外の相談相手についてみると、「特に相談すると

ころはない」が38．1％で最も高く、親族（家族）以外の

相談相手を持たないのが4割近くいる。次いで、　r職場

の友人や知人」の37．1％、・r学校・幼稚園の先生、保育

園の保母」24．7％と続いている。

また、父子家庭同士の交流会や集まりへの参加の意向を
』
み ると、　r参加すると思う（参加している）」が28．9％

いる反面、　r参加しないと思う」やrわからない」が合

わせて6割を超えており、このような集まりに対しては

消極的である。　r参加しないと思う」層に対してどのよ

うな集まりであれば参加するかを尋ねたところ、「同年

代の子どもを対象とした集まり」であれば18，9％が参加

の意向を持っている。しかし、　「他の家族とはつきあい

たくない」やrわからない」も多く、地域での交流等に

対しては関心が低いといえよう。

日常生活の中において子どもと一緒にすることは何か

についてみた結果をまとめたものが図2である。これに

よると、「毎日」している割合が高いのは1「テレビを見

たり音楽をきく」、r夕食をとる」、r朝食をとる」の3

項目でいずれも3割超となっている。しかし、ヰ朝食を

とる」を「ほとんどしていない」と回答している者も

23．7％おり、週r1～2回」の割合とあわせると4割以上

があまり子どもと一緒に朝食をとっていない。全体的に

週r1～2回」ではあるがまんべんなく子どもと一緒にrす

る」父親と丁ほとんどしない」父親とに分かれていると
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言えよう。

子どもとの会話の中でよく話題となるもの（複数回答）

を見ると、　「学校での友人関係について」が70．1％で最

も高く、次いで「芸能関係スポーツ等の話題」36．1％、

’「学校での授業や勉強の悩み」の29．9％と続いている。

学校生活についての話題が中心となっている。

3．行政による支援施策について

次に現在、行政によって実施されている父子家庭を対象

とした事業やその他の行政サービスについての意見をた

ずねた。

父子家庭になった時に最初に相談した行政の窓口は、

「その他」の30．9％で、次いで「福祉事務所」の26．8％

となっており、行政の窓ロ以外に最初のコンタクトをと

った者が多い。　r市（区）役所」　（13．4％）次に続いて

いる。

さらに、行政窓口に限定してr印象・感想」、r内容」、

「満足度」をみた。　「印象・感想」では全体として「ふ

つう」が32．1％で最も高くなっている。個別にみても特

に偏った結果は見られず、ぱらついており、窓口の種別

よりも対応した個人の印象が強いものと思われる。　「内

容」ではr子どもの養育や教育」が33．3％で最も多く、

次のr経済的なこと」よりも20ポイント近く高くなって

いる。　「満足度」を見ると、　「やや不満」と「不満」の

合計が4割を超えており、総体的に満足度は低いという

結果を示している。

現在、行政サービスとして実施されている各児童福祉施

設等地域の児童福祉関連機関による子育て相談について

たずねた結果の概要をまとめたものが表2である。子育

て相談に関する周知を見ると、　r知らない」との回答が

最も多かったのはr保健所・保健センター」とr乳児院」

で6割を占めている。しかし、その他の機関についても4

～5割は「知らない」と回答しており、父子家庭にとって

地域の児童福祉関連施設及び関連機関による子育て相談

は遠いものであるといえよう。「児童相談所」や「家庭

児童相談所」、　r民生委員・児童委員」は「知っている

が利用したことはない」が3割から4割を占めており、

知ってはいるものの具体的に問題が起こっていないため

必要ないなどの理由により利用していないようである。

r利用したことがある」ものをみると、2割近くを占めて

最も多かったのはr保育所」、次いでr児童館」となっ

ている。次に今後の利用意向についてみると、　r利用す

る」割合が高いのは、　r社会福祉協議会」とr教育相談」

の二つである。

父子家庭を対象として実施されている事業についての

利用についてまとめたものが表3である。これは居住地・

によって実施済の事業とそうでないものの違いがあるた

め、全体でみるとr知らなかった」の割合が高い。　r知

っているが利用したことはない」のうち比較的高い事業

は・「介護人派遣事業」、　「遣児手当等」、　「医療費助成

事業」である。

ホームフレンド事業についてのみ、居住している自治体

において利用できるとした場合の利用の意向について、

事業内容の説明を付して尋ねた。　「必要ないと思うので

利用しない」が21．6％である一方）　「子どもにその気が

あれぱ是非利用してみたい」も23．7％を占め、f利用し

たいがよくわからない」の23．7％とあわせると、5割近

くは利用に前向きの意向を持っていると言えるだろう。

国や自治体が実施している事業の案内や情報の入手経

路（複数回答）は、　「広報などのお知らせ」が96．9％で

最も多く、次のr公的施設などの催しや掲示板」の10．3％

を大幅に上回っており、父子家庭にとっての情報源は広

報が中心となっている。

今後身近な場所での相談希望場所（複数回答）にっいて

は、92．8％がr学校」と回答しており、次いで「保健所」

が37。1％となっている。父子家庭の父親にとって子ども

の学校が最も身近な地域社会との接点であるようである。

毎日の生活において困ったときに頼りになるのは、r自

分のきょうだい、親等の身内」が59。8％で最も多く、一

方「自治体の窓口」や「福祉事務所」などは合計しても1

割程度で、インフォーマルなサポートを頼りにしている

ことがわかる。

最後に、父子家庭の施策について国や市町村に望むこと

については、　「経済的な支援」が24。7％、　「事業案内等

福祉制度の広報PR」が20．6％と2割を超えている。次

いでr家事等日常生活への支援」　（16．5％）．が続いてい

る・父子家庭は母子家庭に比べ・経済状態が塊較的安定

しているとの認識があり、また今回の調査においても経

済的支援よりも日常生活の支援の方が重要であるとの自

由意見等も見られたが、　「主なものを一つ」ということ

になると、全体的にはr経済的な支援」の割合が最も大

きく浮上してくることに留意すべきである。回答者の収

入の状況と本質問のクロスをみると1、　「経済的支援」の

割合が最も高いのは、　r15～25万未満」の層となってお

り、　「45～55万以上」となると「経済的支援」に対する

要望は減少し、　r家事等日常生活の支援」や「事業案内

等福祉制度の広報・PR」が高くなっている。・，・

4．自由記述の意見

自由記述には、既成の質問からは見えないr生」の声が

反映されており、その内容分析は、今後の施策を考える

上でも一助となるであろう。

特に、件数として最も多かった意見は、母子家庭施策と

の内容の相違が著しい、または差別的であるという意見

である．父子家庭よりも母子家庭の方が社会的に恵まれ

ないという社会的な共通認識に対する怒りでもある。行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
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政の施策が母子家庭に対して厚く、父子家庭へはその付

録として提供されるだけであるという意見が多かった。

母子家庭に対しては適用されている児童扶養手当等も父

子家庭に対しても適用すべきであるとの意見が代表的な

ものである。また、父子家庭の場合、日常生活で生じる

小さな不便さや困難さ等をどのように解決していけば良

いのかわからないという意見や、またそれをわざわざr相

談」という形で行政窓口等を尋ねることに対する抵抗が

強いことがわかる。

介護人派遣等の父子家庭への事業については、昨年の研

究結果でも指摘されているとおり、実施にあたっての条

件の見直し等を図り、利用しやすくしてほしいとの意見

や、勤務先と自宅、学校との距離・時間を埋めるような

サービス（携帯電話の貸与、電話料金の割引等）を民間

企業との連携によって行う等の生活支援を望む声も聞か

れた。

　V．おわりに～今後の父子家庭施策の実施に向けて

　以上、今年度の調査結果にっいて述べできたが、本研・

究の最終年度にあたることから今後の父子家庭施策の充

実に向けて、子どもへのインタビゴーからの示唆も含めL

て考察する。

　1．地域における情報提供体制の確立

行政施策やサーピスの実施についての周知については、

居住している自治体にょって実施事業の種類や数が異な

るため、実態調査において「知らなかった」と回答した

結果に対する解釈は留意を要する。しかし、、居住してい

る自治体で実施していなかったために知らなかったが、

今回の調査に回答したことによって、多くの父子家庭向

けのサービスがあることを知った、という意見が自由記

述等を通して聞かれ、父子家庭施策の新規実施や利用を

促進するためには、対象を限定した広報活動ではなく、一

広く一般に知らせることも重要であると言えるだろう。

　その他、父子家庭の情報入手経路は広報を中心したも

のであるが、．広報以外の情報提供方法を検討し、工夫す

る必要があろう。例えぱ、地域の企業の人事・庶務課等

を通して自治体情報を提供することも考えられる。また、

学校や保育所といった子どもが利用する施設による地域

子育て支援事業の一貫として、ひとり親家庭に対する情

報提供も積極的に行なっていくことも一案であろう。情

報提供については・広報等を通じて行っている一回きり

の提供ではなく、利用者が必要な時に入手でき、継続的

にフォローできるサービスが必要である。例えば、現在

財団法人こども未来財団を通じて実施されている「児童

関連情報24時間ネットワーク事業」と連携するなど、コ

ンビニエンスストアや地域の生活拠点において気軽に情

報を自分の意志で入手できる仕組みを考えることも必要

である。

2．子ども家庭施策としての取り組み

（1》総合的・体系的サービスの提供

　’父子家庭の場合、父親が日中勤務していることもあり、

地域との関わりが希薄になりがちである。また、日常の

家事等些末なごとを「問題視」して行政の相談窓ロにコ

ンタクトとることに対して抵抗を感じていることが多く、

行政側からの積極的なアプローチが必要であろう。今後

は、行政側がrひとり親家庭jとして父子家庭を対象と

してサービスを提供するのではなく、地域に居住する子

どもと子育て家庭に対して提供していく「子ども家庭施

策」の一貫として、その他の行政サービスと連携し、行

政サービスの利用を促進していくことが望ましいと考え

られる。

　児童福祉法の改正とともに、保育所による地域住民に

対する子育て支援機能が強化され、児童家庭支援センタ

ー等の新しいサービスが開始される。従来、「保育に欠

ける」子どもやrひとり親」家庭に対して限定的に提供

されてきたサービスも、利用者である住民の生活が変化

し、ご一ズが多様化していく中で、より実際の生活に合

1致したものに再構築することが求められよう。共働きの

家庭も、母親が自宅で子どもの養育に従事する家庭も、

父子家庭であっても、子どもの生活に必要とされる環境

は同じであり、それを支援するものが「子ども家庭施策」

であるわけで、そのためには総合的・体系的なサービス

の提供が可能でなけれぱならないだろう。

　また、父親の育児参加、家庭生活・地域生活への参画

を促す対象は、すべての子どもの父親であろう。社会全

体の「子どもと家庭」に対する支援の共通認識を形成し

ていくことこそ、今まで利用がかんばしくなかった父子

家庭施策への関心を呼び起こし、利用者の声を反映した

サービスの提供が実現するのではないだろうか。

（2》地域の実情に応じた柔軟な提供体制の確立

　父子家庭に対する二一ズ調査は、近年、各自治体の社

会福祉協議会等を中心に実施されはじめている。全国一

律的に発生する二一ズもあるが、もっと地域に目を向け

た二一ズの把握が必要であることが認識されはじめてい

、る。利用者の視点を踏まえ、二一ズに基づく事業提供を

実施していくためには、都道府県レベルの事業主体では

なく、市区町村等住民の隼活に近いレペルでの柔軟な検

討が可能な体系にしていくことも、父子家庭を対象とし

た事業の利用を高める方法であろう。地方分権の議論が

高まっている昨今、父子家庭ぺの施策も大きな視点から

の再構築が望まれる。
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③父と子のウェルビーイングの実現に向けて

従来、ひとり親家庭の施策は、多くの場合、親の意見や

選択を基調に実施してきた。しかし、ホームフレンド事

業のように子ども自身が直接的なサービスの受け手とな

る事業等もあり、また子ども自身のウェルビーイングを

達成することは、ひいては親、その家庭のウェルビーイ

ングを促進することにつながる。今回は父子会活動が活

発で、父子家庭の子ども同士の交流が定期的に持たれて

いる広島市等に協力を得て、子どもと直接話しをするこ

とができた。その内容は学校生活のことや、日常の過ご

し方等、雑談的な内容ではあったが、子どもたちにとっ

て最も嫌なことはr父親が家の中で暗い顔をしているこ

と」、「悩んでいること」という意見が聞かれた。今後

は、家事援助や経済的補填といった従来型の支援だけで

はなく、精神的な支えや日常をより豊かにしていくため

のサービスメニューを充実していく方向も視野に入れて

いくことが望まれる。

　最後に今回の実態調査に協力いただいた都道府県、政

令市、中核市、区市町村の担当者、ならびに社会福祉協

議会、父子会の方々にお礼申し上げる。

【表2　子育て相談についての周知と利用意向】

（単位：％）

①子育て相談ができることをご存じですか？ 2今後、子育て相談を利用しようと

思いますか？

1．知らない 2．知ってい

　るが利用

　したこと

　はない

3。利用した

　ことがあ

　る

無回答 1．利用する 2．利用する

　つもりは

　ない

無回答

111児童相談所 40．2 47．4 6．2 6．2 19．6 58．8 21．6

121家庭児童相談室

（福祉事務所）

43．3 36．1 9．3 η。3 22．7 55．7 21．6

3牒健所・保健センター 61．9 21．6 5．2 11．3 17．5 57．7 24．7

41民生委員・児童委員 48．5 35．1 3．1 13．4 11．3 62．9 25．8

5》児童館 46．4 28．9 11．3 13．4 11．3 61．9 26．8

61保育所 44．3 22．7 19．6 13．4 14．4 60．8 24．7

7療護施設 59．8 24．7 4．1 11．3 10．3 64．9 24．7

8｝乳児院 60．8 24．7 3．1 11．3 7．2 68．0 24．7

⑨社会福祉協議会

（心配ごと相談等）

52．6 29．9 7．2 1Q．3 22．7 51．5 25．8

⑬教育相談（教育委員会等） 50．5 35．1 2．1 12．4 20．6 55．7 23．7

【表3　父子家庭対象の事業に関する周知】

（単位：％）

1．利用した

　ことがある

2，知っている

が利用したこ

とはない

3．知らなかった 無回答

11介護人派遣事業 3．1 24．7 66．0 6．2

2｝ショートステイ事業 1．o 11．3 91．8 8．2

③トワイライト事業 o．o 9．3 81．3 9．3

141在宅援助事業 0．O 11．3 80．4 8．2

⑤ひとり親相談事業 0．O 14．4 76．3 9．3

161貸付金手当等の事業 2．1 15．5 75．3 7．2

171医療費助成事業 7．2 17．5 67．O 8．2

⑧遺児手当等 8．2 19．6 64．9 7．2

⑨レクリエーション事業 7．2 11．3 73．2 8，之

⑯ホームフレンド事業 0．O 7．2 84．5 8．2
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A．父子家庭になったばかりの頃

　　　　　　　　　　その他

　社会的な場所に出にくいこと

子どもの相談相手がいないこと

　自分の相談相手がいないこと

　　　家事や身の回りのこと

　　　　子どもの進学・就職

　　　　子どもの養育や教育

　　　　　　　子どもの健康

　　　　　　　　自分の健康

　　　　　　　仕事のこと1

　　　　　　　　住宅のこと’

　　　　　　　経済的なこと

　　　　　　　　　　　　　0％

なり困っていた 時には困ることもあった それほど困らない わからない

2．1 ÷：・ン藷く竈鴇睦曙課昭一三率罠艶艶艶誤轄誤識讃§艶＝罷識臨罠：←…｛緯 一三艶蔭§甕驚・… 儲鰭韓田昭諸鰭職蹴碧鰭轄…．

39．21 1 ：・一＝・＝

．9距　　　　　臨 32。0ン ｛”訟艶

灘嚢灘灘灘 23』7：1 壱一：騨÷

・”議　・

　ン 灘　　　　　　　34ρ： 三

ワ 30gll ：く ”ン轄餌
』欝建

跡
出 45．4’：

”篇：

　一

罷9 57．7：
”一一…

　働

緊　o■ 289’
”一＝

階 39211 ＿…駒＝

10．3： …

19．6： 　　臨41

B．現在の生活　　　かなり困っていた
　　　　　　　　　　　　　転

　　　　　　　　　　その他

社会的な場所に出にくいこと

子どもの相談相手がいないこと

　自分の相談相手がいないこと

　　　家事や身の回りのこと

　　　　子どもの進学・就職

　　　　子どもの養育や教育

　　　　　　　子どもの健康

　　　　　　　　自分の健康

　　　　　　　　仕事のこと

　　　　　　　　住宅のこと

　　　　　　　経済的なこと

　　　　　　　　　　　　　0％

　　　　　　　　　　　　　　　　　図1

20％ 40％

時には由ることもあった

60％ 80％ 100％

それほど困らない　　わからない　　無回答

閃
r
』 一2．2．

蟹…絹緯壱絹噌一蟹豪牽臣ン艶戟蓑＝く緯一艶艶牽艶獣…尋…霧一詔艶艶轄≡｛■配率一”鵠騨～ン識艶＝←…母こ｛・艶識：一：一三ン艶ン詔…る艶二屡寵一艶臣ン：壱緯■艶＝壱題｛働彰…

鶏：　　　　　　　　33ρ1 頃学詔
齢　　　　・　　　　■

5　　誤　　　　　　　　　35．1
齢”。一…く

　o

韻　　燧繧等　　　　　　　　　　　258　’ 雷蘭謬

麟講“　　　　　　　　　30．9・ 一』昌．器…

駿’　　　　　　26．81 ｛・一謬．…鴇・

桑鰹撚　　　　　36．1 一”出…

剛劉　　　　　　　40．2：
■一鵠の，

撚脇　　　　　26。81 ”．：

30．9： 藷轟剛：

　　9

羅，灘　　15．51

鍬劉撒臨鰭’・　　24．71 藷

20％　　　　　　　40％　　　　　　　60％

困っている（いた）こと

80％ 100％
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1～2回
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3～4回5～6回　　　　　　　　　毎日 ほとんどしていない　　無回答

　　　　　　　　朝食をとる

　　　　　　　　タ食をとる

　テレビをみたり音楽をきく

　　　　　　　買い物にいく

宿題などをしたり本を読んだ

　　　　　りする

散歩をしたり公園などで遊ぶ

　　　　　　1スポーツをする

　　　　　　　　家事をする議

、62

。ひ｝驚

劇

　　　　　　　　　騙鳩rA門6瓢剛門6一”・脚轟間一鞠』呂嵩
33．0　　　　　　　　　　　　轟麩年∫趨聖：銘癌：蓉圭離毒毒……年 難＾

驚1鳳41：ll
35．1 蝋窪灘難

一

霧2。611，i
34．0

罰』綿■

澱：
雲・i醐欝

　　・艶

一
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露、．．襲 茸124：iil　72襲盤鑛舘慧○ ．繊．離

潮

144ill 72　轟置羅重癌撚墨顕蚕顕顕叢
蘂博　・

　　4．1
綜ひ

　o　●　■　 9　 ■　■　o　一　●　 曹　■　一　■　一　一　 9　一　 一　●　一　騨　●　，　■　騨　韓　●　，　，　o　●　■　 働　o　－　 9　一
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il621 閉鳩『蹴一一F6隅一鵠脚』階r』呂一呂6陪6一暫∴一一門6胤『6躍羅薫受蔭塗蕪鐸…謡§馨…羅鐸欝舅嘉2韻鴇…薫褻塗年圭
■　●　一　■　一　 g　o　一　卿　 9　■　　o　齢　一　 6　 ．　 9　一　 一　■　一　一　一　■　一　一　一　一　■　〇　一　■　■　　P　■　■　 9　 P　一　 一　．　齢　．

…農．・

……：…i93i…i… 　　　一　〇　臼　一　一　冒　■　■　一　■　．　，　騨　”　一　一　騨　 9　 ■　　，　o　■　齢　o　 o　．　 ■　・　 g　o
9．3　　　鏑鴇：撒毒常毒麩…≦…盤竣調薄謝配題寵蜜猛鍋蜜

0％　　　10％　　　20％　　　30％　　　40％　　50％　　　60％

　　　　　　図2子どもと一緒にすること

70％　　　80％　　　90％　　100％
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高橋他：1．父子家庭施策のあり方に関する研究（3）

父子家庭の生活に関する実態調査

　現在、子どもと家庭をめぐる環境の変化に対応して、多くの支援施策の充実が図られておりま

す。しかし、父子家庭に対する支援施策については、その取り組みが十分とはいえない状況にあ

ります。今後は父子家庭施策も子どもをめぐる生活の変化という大きな流れの中で捉える必要が

あり、さらに多くの方々に利用され、真に有効なサービスの在り方を検討する必要があると考え

ます。本調査は、以上のような問題意識に基づき、すべての家庭と子どものウェルビーイング（権

利の保障、自己実現の達成）を実現するために、皆様の暮らしのご様子やお考えをお聞かせ願い

たく実施するものです。住民基本台帳より無作為抽出しお送りさせていただきました。

　なお、皆様からのご意見・ご回答は、コンピューターにより統計的に分析し処理致しますので、

ご協力をいただいた皆様にご迷惑をおかけすることはございません。

　年度末を間近に控えたお忙しいところ、ご面倒なお願いでまことに恐縮ですが、調査の趣旨を

ご理解いただき率直なご意見をお聞かせいただけると幸いです。

平成9年3月
日本総合愛育研究所

児童家庭福祉研究部

　部長高橋重宏

■ご記入にあたってのお願い■

1．選択肢がある場合は、番号を○で囲んでください。

2．回答が「その他」’にあてはまる場合は、その番号を○で囲み、（）内になるべ

　　く具体的にその内容をご記入ください。

3．数字（年齢や時間など）をおうかがいする質問では、枠内に具体的な数字をご記

　入ください。

4．　質問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、矢印やこ

　　とわり書きにご注意ください。

5．ご記入がすみましたら、恐縮ですが同封の返信用封筒に入れて

　3月21日（金）までにご投函ください．

調査についてのお問い合わせ、調査票のご記入に際しましての不明な点がございまし

たら、下記までお問い合わせ下さい。

　　　事務局：日本総合愛育研究所　　担当：山本真実、庄司順一

　　　　　　　　〒106東京都港区南麻布5－6・8

　　　　　　　　電話＆FAX：03－3473・8349または3473・8340

　なお、外国入の方、革身赴任の方などはこの調査に回答する必要はあヴまぜん。お手数ですが．

その場合は下の摺にXをご記λの±、そのまま返信用1封筒にて事務局までご返送くださ乙、。

一115一



日本総合愛育研究所紀要　第33集

富ず憾膨㊥起あ趣癒（お翼さ殉》ご自身やご象麟＠li二と健つ㊥rζうか伽G魁まず。

問1　あなたの年齢は何歳ですか？数字をご記入ください。

　　　　□□．

問2　父子家庭となったのはいつですか？数字をご記入ください。

　　　昭和・平成□年

問3　お子さんの性別、年齢、現在の状況についてお答えください。年齢は数字をご記入ください。

性別 年齢 状況 （○はひとつだけ）

一番目のお子さん 1． 男性　2。 女性 畦
塵

1．乳幼児 2．保育園児 3．幼稚園児 4．小学生

薯
8

5．中学生 6．高校生 7．専門学校生 8，短大生

1 9．大学生 10．社会人 11．その他（ ）

二番目のお子さん 1。 男性　2． 女性 1
0

1．乳幼児 2．保育園児 3．幼稚園児 4．小学生

I
I

5．中学生 6．高校生 7．専門学校生 8．短大生
酷

9．大学生 10．社会人 1Lその他（ ）

三番目のお子さん 1． 男性　2， 女性 I
l

1。乳幼児 2．保育園児 3，幼稚園児 4．小学生

l
I

5．中学生 6．高校生 7．専門学校生 8。短大生

1
1

9，大学生 10．社会人 11．その他（ 〉

四番目のお子さん 1． 男性　2． 女性
量
1 1．乳幼児 2．保育園児 3．幼稚園児 4．小学生

1
曜 5．中学生 6．高校生 7．専門学校生 8．短大生
陰
1 9．大学生 10．社会人 11．その他（ ）

五番目のお子さん 1． 男性　2。 女性
1
繹 1．乳幼児 2．保育園児 3。幼稚園児 4．小学生

匪
匿 5，中学生 6．高校生 7．専門学校生 8，短大生

l
l

9．大学生 10．社会人 1Lその他（ ）

六番目のお子さん 1． 男性　2． 女性
醒
1 L乳幼児 2．保育園児 8．幼稚園児 4。小学生
1
匿 5．中学生 6．高校生 7．専門学校生 8．短大生
墨
1 9．大学生 10社会人 11，その他（ ）

問4　恐縮ですが、あなたの世帯の一ヵ月の収入（ボーナスを含めた1か月の平均税込収入、生活

　　保護を含む）は次のうちどれにあてはまりますか？該当するものを一つだけ選びOをおっけ

　　　ください。

1．15万未満

2．15～25万未満

3．25～35万未満

4．35～45万未満

5．45～55万未満

6．55万以上
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　　　　　　　　　　　高橋他：1．父子家庭施策のあり方に関する研究③

問5父子家庭となった理由は何ですか？曾つ1こ9）

1．

2，・

3．

4．

5．

死別

離婚

別居

家出・行方不明

その他（ ）

問6あなたのお欄モついてうかがいま凱郷仕事についていますか？
（一つに○）

1． 仕事についている　 ．（⇒問6・1へ）

2． 仕事についていない（⇒問8へ）
3． その他（　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拳

問6・1　「仕事についている」方におききします。どのような形態ですか？ （一つに○）

1．常勤勤務者

2．個人経営者、自営業主

3．自由業（個人教授、著述業等）

4．臨時、日雇、嘱託、パートタイマー、アルバイト

5．その他（　　　　　　　　　　　　　）

問6・2勤務の状況についておうかがいします。あてはまるものすべてに○をおつけください。

1．平日のみの勤務（月～金）

2．土曜日も勤務

3，日曜や祝祭日も勤務

4．勤務日は不規則

5．時間が不規則で早朝や夜間、深夜に勤務することがある

→問6・3　父子家庭になってから転職しましたか？（一っに○）

r－

8
1
5
1
1
6
8
1
3
9
陰

0
6
1
1
9

一1．

　2．

転職した

転職しなかった

（問6．3．1べ）

（⇒問7へ）
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8
8
0
6
1
8
婁

8
6
1
電
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問6・3でr1．転職した」をお選びになった方にお聞きします。その理由はどめ

ようなものですか？主な理由を一っだけお選びください。　（一っに○）

1．

2．

3．

4．

収入（給料）が少なかったから

勤務時間が生活と合わず家事などの時聞がとれなかったから

勤務先が遠かったから

子どもと過ごす時間を多くとりたかったから

問7父子家庭となったことで仕事に影響はありましたか？主なもの一つをお選びください。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

仕事を休むことが多くなった

遅刻や早退などが多くなった

残業や出張がしにくくなった

会社内の人間関係で気をつかうことが多くなった

特に変わったことはなかった

その他（ ）

毎圖＠雲腫につG駈ζうか罐βも魁蔑す。

問8　日常の家事を主にする人はどなたですか？（一っに○）

1．

2．

3．

4．

5．

6．

自分

年長の子ども

親族・親戚の人

家政婦（手伝い）

介護人

その他（ ）

問9　急な外出や病気、仕事の都合等で家事や子どもの面倒が見られなくなった日数は昨年1年問

　　仁何日程度でしたか？（一っに○）

1．

2，

3．

4．

5．

6．

10日未満

10～15日未満

15～30日未満

30～60日未満

60～120日未満

120日以上
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高橋他：1．父子家庭施策のあり方に関する研究（3）

簡10急な外出や病気、仕事の都合等で家事や子どもの面倒が見られなくなった時に手伝いを頼め

　　　る人（知人、友人等）はいますか？（一っに○）

1．

2．

3．

4．

決まってはいないがいる

いつもお願いする人がいる

手伝いを頼む必要はない（頼みたくない）

いない

問11お子さんだけを残して外出することがありますか？（一つに○）

1，よくある

2．たまにある

3．1めったにない

問12　あなたが普段の生活のなかで楽しみにしていることはどのようなことですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（すべてに○）

1．

2．

3．

3。

4．

’5。

6．

7．

職場の友人とのつきあいや外出

職場以外の友人（地域、学校時代の友人、趣味・サークル等）とのつきあい

親族とのつきあい

子どもとの外出や遊び

趣味の時間（一人ですごす時間）

家でゆっくりと過ごすこと

特にはない

その他（　　、 ）

問13　父子家庭になってから衣人ξのつきあい等お父さんの個人的な人間関係に変化はありまし

　　　たか？（一つに○）

1．

2．

3．

前よりつきあいが緊密になった

ほとんど変化はない

以前ほどつきあわなくなった
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’
問 14 父子家庭となったばかりの当時（A）と現在の生活（B）において、困ったことや悩みにつ

いてお答えください。

A．父子家庭になったばかりの頃

1。かなり

　困っていた

2．時には困る

　こともあった

3．それほど
　　　　　　一
　困らなかった

4．わからない

a、経済的なこと（生活費、借金、ローン等） 1． 2． 3． 4．

b．住宅のこと 1， 2． 3． 4．

c．仕事のこと 1． 2． 3． 4。

d．自分の健康 1． 2。 3． 4．

e。子どもの健康 1。 2． 3． 4，

£　子どもの養育や教育 1。 2． 3． 4．

g。子どもの進学・就職 1． 2． 3， 4．

h，家事や身の回りのこと 1． 2． 3． 4．

i．自分の相談相手がいないヒと 1． 2． 3． 4．

j．子どもの相談相手がいないこと 1． 2． 3． 4．

k．社会的な場所に出にくいこと 1． 2． 3． 4．

1，　その他（　　　　　　　　） 1． 2． 3． 4．

B．現在の生活

L　かなり

　困っている

2．時には困る

　こともある

3．それほど・

　　困らない

4．わからない

a．経済的なこと（生活費、借金、ローン等） 1． 2， 3． 4．

b，住宅のこと 1。 2． 3． 4。

c．仕事のこと 1． 2． 3． 4．

d，自分の健康 1． 2． 3． 4．

e．子どもの健康 1。 2。 3． 4．

f子どもの養育や教育 1． 2． 3． 4．

g子どもの進学・就職 1． 2． 3． 4．

h．家事や身あ回りのこと 1． 2． 3． 4。

i．自分の相談相手がいないこと 1． 2． 3． 4。

玉　子どもの相談相手がいないこと 1． 2． 3。 4．

k．社会的な場所に出にくいこと 1． 2． 3。 4．

1．』その他（　　　　　　　　） 1． 2． 3． 4．
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高橋他：1．父子家庭施策のあり方に関する研究③

問15お子さんのお母さんがいれば助かった（いた方が良かった）、と思われる時はどのような時

　　　ですか？あてはまるものすべてを選び○をおつけください。

1．子どもが病気になったとき

2．子どもの成長や健康について相談相手がいないとき

3．地域の集まりや学校での行事などに参加するとき

4．毎日の食事や身の回りの世話など（買い物、クリーニング等も含む）

5．急な仕事や冠婚葬祭等が入ったとき

6．子どもの友人関係や学校生活などで問題が起こったとき

7．子どもの進学や就職のとき

8．近所の人等に興味深げに尋ねられたときなど

9．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

10．特にはない

問16　子育てについて親族（家族）以外に相談する相手はどなたですか？あてはまるものすべてお

’　　選びになり、○をおつけください。

1．』福祉事務所や区市町村のひとり親家庭福祉の所管課

2．児童相談所
3．学校や幼稚園の先生、保育園の保母

4．民間の相談機関

5．社会福祉協議会

6．かかりつけの医師

・7．民生委員・児童委員

8．子育て支援センター、子ども家庭支援センター

9．児童福祉施設の職員

10．職場の友人や知人

11．その他（　　　　　　　　　　　）

12．特に相談するところ、相手はない

問17　父子家庭同士の交流会や集まりなどを通したつきあいに誘われたら、あなたは参加すると思

　　　いますか？（一つに○）

1．参加すると思う・参加している（⇔18へ）

2．参加しないと思う　（⇔17・1へ）

3．わからない　　　　（⇔18へ）
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　問17・1
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問17で「2．参加しない」と回答した方におききします。どのようなものであれば参加

したいと思いますか？お気持に最も近いと思われるものを一つだけ選び○をおつけ

ください。

1．父子家庭の親だけでなく母子家庭を含めたひとり親同士であれば参加したい

2．父子家庭、母子家庭同士で集まるのは不自然であるので同じ年代の子どもを持つ家庭を奏

　　象にした集まりであれば参加したい

3．地域の他の家庭とつきあいたいとは思わない

4．わからない

5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問18　一週間平均して、以下のことはどのくらいお子さんと一緒になさいますか？

1．1～2回 2．3～4回 3．5～6回 4．毎日 5，ほとんど

　しない

a。朝食をとる 1． 2． 3． 4。 5．

b．夕食をとる 1。 2． 3． 4． 5．

c。テレビをみたり音楽を聴く 1。 2． 3． 4． 5．

d．買い物にいく 1． 2． 3． 4． 5。

e．宿題などをしたり、本を読んだりする 1， 2． 3． 4． 5．

£散歩をしたり公園などで遊ぶ 1． 2． 3． 4， 5．

暫スポーツをする L 2． 3． 4． 5．

h．家事をする 1． 2． 3． 4， 5．

i．その他のことでよくすることがあればご記入ください（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問19　お子さんとの会話の中で最もよく話題となることはどのようなことですか？あてはまうも

　　のすべてに○をおつけください。

1．学校での友人関係について

2．学校での授業や勉強についての悩み

3．学校の先生について

4．毎日の食事や家事について

5．将来の夢や進路などについて

6．過去のことについて

7。兄弟姉妹について

8，近隣での出来事について

9．芸能関係やスポーッ等の世間的な話題について

10．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

11．子どもとの会話は多くないので特に頻繁に話題になることはない
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高橋他：1．・父子家庭施策のあり方に関する研究③

国や圓沿佛㊥糞観施鐘につ験rζうかが㊥窟ず

間20　父子家庭になった時、最初に相談した行政の窓口はどこでしたか？主なものを一つだけ選び

　　　○をおつけください。また、その窓口を利用した感想（印象）いかがでしたか？

（1》最初に相談した行政の窓口（一つに○）

1，

2．

3，

4．

5．

6，

市（区）役所

児童相談所

福祉事務所

民生委員

社会福祉協議会

その他（ ）

（2）利用した窓口の対応に対する感想・印象（一つに○）

1．

2．

3．

4．

5．

たいへん良かった

まあ良かった

ふつう

あまり感じが良くなかった

感じが悪かった

（3湘談の内容（一っに○）

1．

2．

．3．

4．

5．

6．

7．

8．

経済的なこと（生活費、借金、

住宅のこと．

仕事のこと

自分の健康

子どもり養育や教育

子どもの進学・就職

家事や身の回りのこと

その他（・

ローン）

）

（4》情報提供に対する満足度、（一つに○）

1．

．2．

3．

4，

大変満足した

満足した

やや不満であった

不満であった
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問21子育てに関する相談についてうかがいます。（1》～㈹までについて、①、②それぞれの問いに

　　　ついて該当するものをひとつだけ選び、番号に○をおつけください。

①子育て相談ができることをご存じですか？ 2今後、子育て相談を利用し

ようと思いますか？

1．知らない 2．知っているが利

用したことはない

3．利用したことがある1．利用する 2．利用するつ

もりはない

（1）児童相談所 1． 2。 3。 1． 2．

（2）家庭児童相談室

（福祉事務所）

1． 2． 3． 1． 2．

（3）保健所・保健センター 1． 2． 3． 1． 2，

（4）民生委員・児童委員 1． 2． 3． 1． 2．

（5）児童館 1． 2． 3． 1． 2．

（6）保育所 1． 2． ’3． 1． 2．

（7》養護施設 1． 2． 3． 1． 2．

⑧乳児院 1． 2． 3． 1． 2．

（9）社会福祉協議会

（心配ごと相談等）

1． 2． 3． 1． 2．

⑳教育相談（教育委員会等） 1． 2． 3． 1． 2．

問22　父子家庭を対象としている事業についておうかがいします。それぞれの項目について当ては

　　　まるものを一つずつ選び番号に○をおつけください。

1．利用した

　ことがある

2．知っている

が利用したこ

とはない

3。知らなかった

11）介護人派遣事業 1． 2． 3．

｛2》ショートステイ事業 1． 2． 3．

③トワイライト事業 1。 2． 3．

㈲在宅援助事業 1， 2． 3．

15》ひとり親相談事業 1． 2． 3．

16》貸付金手当等の事業 1． 2． 3．

‘7》医療費助成事業 1． 2． 3．

⑧遺児手当等 1。 2． 3．

⑨レクリエーション事業 1． 2． 3．

⑳ホームフレンド事業 1． 2． 3．
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高橋他：1．父子家庭施策のあり方に関する研究（3）

問23　ホームフレンド事業とは、父子家庭の子どもの悩みの相談や話し相手として大学生等気軽に

　　　話し相手となれる人を家庭に派遣し、学習指導や簡単な家事指導を行う事業です。もし、こ

　　　の事業が今お住まいの市町村で利用することができるとしたら・利用したいと思われます

　　　か？（一つに○）

1．必要ないと思うので利用しない

2．子どもにその気があれば是非利用してみたい

3．利用してみたいが、よくわからない

4，　どちらでもない

5．利用したくない

6．『その他（ ）

問24　国や自治体が行っている事業の案内や情報などはどのようにして入手なさっていますか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（すぺてに○）

1．広報などのお知らせ

2．保健所、図書館、公民館等公的施設などの催しや掲示板

3．学校の先生や保育園の保母など

4．近所の知人から

5．役所の窓，口への問合わせ

6．ほとんど情報は入らない

7．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問25　身近な場所で国や自治体が行っている事業の案内や情報等を入手するところや、区市町村の

　　　実施事業の申込などについて相談できる窓口などがあったら良いと思われる場所はどのよ

　　　うなところですか？（すべてに○）

1．学校

2．保健所

3．P区（市）役所・出張所

4．公民館

5．児童館

6．その他（ ）
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問26　毎日の生活のなかで困った時に頼りになるのは誰（どこ）ですか？最も頼りになると思われ

　　　るものを一つだけ選び○をおつけください。　（一つに○）

1．

2．

3，

4．

5．

6．

7．

8．

9．

自治体の窓口

福祉事務所

子どもが利用している保育所、幼稚園、学校の職員

自分の兄弟、親等の身内

子ども

近所の人

職場の友人、上司

社会福祉協議会

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

問25　父子家庭の施策について国や市町村に望むことはどのようなことですか？以下の中から最

　　　も優先してほしいものをひとつだけお選びください。　（一つに○）

1．

2．

3．

4．

5．

6．

経済的な支援

親の精神的負担に対する支援

子どもの精神的負担や悩みなどに対する支援

家事等日常生活に関する支援

公営住宅の優先入居等住居に関する支援

利用可能な事業の案内等福祉制度の広報・PR

毎θの生活でお困りのごとや行：政に対するご意見などがございましたらご自宙にお書きぐださい。

ご協力ありがとうございました
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